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２０１９（平成３１）年３月稲沢市 



「すべての市民が健やかに自分らしく 

生きる喜びを実感できる社会の実現」  

 
わが国の自殺者数は、近年減少傾向にあるものの、

未だに年間２万人を越えており、多くのかけがえの

ない「いのち」が自殺により失われています。 
自殺は、その多くが健康や経済、生活の問題など様々

な要因が複雑に絡み合った深刻化した結果による追い

込まれた末の死と言われております。 
こうした社会背景から、平成２８年４月に自殺対策基本法が改正され、誰も自

殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、施策が拡大されました。さ

らに平成２９年７月には自殺対策大綱を閣議決定し、生きることの包括的な支

援、全ての人がかけがいのない個人と尊重されるとともに、生きる力を基礎と

して生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因

の解消に資するための支援、そのための環境の整備充実を基本理念として掲げ

ました。 
本市におきましても、国の自殺対策大綱や愛知県の自殺対策計画を踏まえ、

地域の実情に応じた相談支援体制を構築し自殺対策を進めていくため、「稲沢市

自殺対策計画」を策定いたしました。 
この計画は、すべての市民が健やかに自分らしく生きる喜びを実感できる社

会の実現を目指します。 
市民の皆様には、自殺に対する関心と理解を深めていただき、自殺対策の担

い手として、お互いに寄り添い、支え合いの輪を広げていただきますようお願

いいたします。皆様の力をバネに、地域、職域、学校等の関係機関と連携・協

働し、自殺対策を総合的に推進してまいります。 
最後に、本計画策定に際しまして、貴重なご意見をいただいた稲沢市保健対

策推進協議会委員の皆様をはじめ、市民、関係機関、関係者の皆様に心からお

礼申し上げます。 

 
 

平成３１年３月 

        

                   稲沢市長 加藤 錠司郎 
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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

我が国の自殺者数は、１９９８（平成 10）年に急増し、以降年間 3 万人を超える状

態が続いていました。このため、国は２００６（平成 18）年６月に自殺対策基本法を

公布し、自殺対策に関し基本理念を定め、自殺対策に対する国、地方公共団体、事業主、

国民それぞれの責務を明らかにしました。また、自殺対策の総合的な推進に向けて、内

閣府に「自殺総合対策会議」を設置し、２００７（平成 19）年に『自殺総合対策大綱』

を示しました。 

これらの法整備等により、地方公共団体等でこころの健康づくり等、様々な施策が取

り組まれたことや社会経済状況の変化等から、２０１０（平成 22）年以降は自殺者数

が減少傾向となりました。しかし、いまだに毎年 2 万人を超える方々が自殺により亡

くなっている状況が続いており、これは国際的にみると先進国の中では高い水準です。 

 このため、国は、２０１６（平成 28）年 4 月に改正自殺対策基本法を施行し、自殺

対策を「生きることの包括的な支援」と新たに位置づけ、地方自治体に自殺を防ぐため

の計画策定を義務付けました。さらに、２０１７（平成 29）年 7 月には新たな『自殺

総合対策大綱』を閣議決定し、具体的な取り組みの方向性を示しました。 

 稲沢市では、これらの動向を踏まえ、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するための

計画として『稲沢市自殺対策計画』を策定し、かけがえのない命を救うことを目指すと

同時に、市民一人ひとりが、つながり支え合うことで、誰もが健やかに自分らしく生き

る喜びを実感できる稲沢市を目指します。 

 

２ 計画の位置づけ 

 本計画は、稲沢市の自殺対策を推進していくための総合的な計画で、自殺対策基本

法第 13 条第 2 項に規定される市町村計画であり、『自殺総合対策大綱』、『あいち自殺

対策総合計画』の内容を踏まえるとともに、本市の実務を勘案し策定するものです。 

 また、本計画は、稲沢市の市政運営の基本方針である『稲沢市ステージアッププラン

（第 6 次稲沢市総合計画）』や『いきいきいなざわ・健康 21(第 2 次)計画』等との整

合性を図り、稲沢市の自殺対策の基本的方向や具体的な事業・取り組みを示したもので

す。 
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３ 計画期間 

本計画の期間は、２０１９（平成３１）年度から２０２８（平成４０）年度までの

10 年間とし、計画の中間年である２０２３（平成３５）年度に中間評価及び見直しを

行い、２０２８（平成４０）年度に最終評価を行います。 

 なお、『自殺対策基本法』または『自殺総合対策大綱』の見直し等の国の動向も踏ま

え、必要に応じ計画の見直しを行うこととします。 

 

４ 計画の数値目標 

自殺総合対策大綱では、２０２６（平成３８）年の自殺死亡率（１０万人あたりの自

殺者数）を、２０１５（平成２７）年の自殺死亡率１８．５から１３．０以下にするこ

ととしています。 

また、愛知県の第３期あいち自殺対策総合計画では、２０１６（平成２８）年の自殺

死亡率１５．７を２０２２（平成３４）年には１４．０以下にすることとしています。 

 稲沢市では、２００９（平成２１）年から２０１７（平成２９）年の平均自殺死亡率

１６．８を、今後１０年間の平均自殺死亡率を２０％以上減少させ、２０２８（平成 

４０）年に平均自殺死亡率を１３．４以下まで減少させることを目標とします。 

 

（表１）自殺対策現状と目標値 

 

 

 

区 分 
現 状 

（年、数値） 

目標値 

（年、数値） 

自殺総合対策大綱 
２０１５（平成２７）年 

自殺死亡率  １８．５ 

２０２６（平成３８）年   

自殺死亡率 １３．０以下 

第３期あいち自殺 

対策総合計画 

２０１６（平成２８）年 

自殺死亡率  １５．７ 

２０２２（平成３４）年 

自殺死亡率 １４．０以下 

稲沢市自殺対策計画 

２００９（平成２１）年から 

２０１７（平成２９）年までの

平均自殺死亡率１６．８ 

２０１９（平成３１）年から 

２０２８（平成４０）年までの

平均自殺死亡率１３．４以下 
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（図１）資料：稲沢の統計(201８) 各年１０月１日現在 

第２章 自殺の現状等 
１ 稲沢市の現況 
（１）人口・世帯 

稲沢市の人口は、２０１２（平成２４）年から１３万８千人台となり、現在１３万７

千人台を推移しています。世帯数は、２０１２（平成２４）年の５１，３９７世帯から

２０１８（平成 30）年は、５４，２２９世帯と増加していますが、1 世帯あたり人員

は 2.69 人から 2.54 人と減少しています（図１）。  

 

 

（２）年齢 3 区分別人口 
年齢３区分別人口では、１５～６４歳の生産年齢人口割合が多いものの、その比率は

低下しており、２００５（平成１７）年に６７．６％だった構成比は、２０１５（平成

２７）年では、６１．０％に低下しています。その一方で、６５歳以上の高齢者人口は、

毎年増加を続け、２０１５（平成２７）は、３４,６４２人で、構成比は２５．４％と

増加しています（図 2）。 

（図 2）資料：稲沢の統計(2017) 
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（３）就業構造別等 
就業者数は、6 万人台で推移しており、産業別では第３次産業が最も多く、２０１５

（平成２７）年では５９％、次いで第 2 次産業が２９％、第 1 次産業の４％となって

います（図３）。 

（図 3）資料：国勢調査 

 

（４）生活保護の状況 
被保護世帯数は、２０１０（平成 2２）年の３８１世帯から２０１７（平成２９）年

には４９７世帯、実人数は、２０１０（平成 2２）年の５２８人から２０１３（平成 

２５）年に６９４人に増加していますが、翌年の２０１４（平成２６）年は６４２人に

減少に転じ、その後２０１７（平成２９）年まで、ほぼ横ばいで推移しています（図 4）。 

（図 4）資料：稲沢の統計(2017) 各年の３月生活保護被保護世帯数 
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２ 自殺に係るデータ 

（1）自殺者数・自殺死亡率 

自殺者数は、２００９（平成２１）年から２０１７（平成２９）年の間では、多少の

変動はありますが、概ね年間で２３人～２９人が自殺により死亡しています。自殺死亡

率は、２０１６（平成２８）年を除き、国や愛知県に比べ低い水準になっています（図

５）。 

 

 

（2） 性・年代別自殺死亡率 

平成２４年から平成２８年の自殺者１１３名の性・年代別自殺死亡率は、男性では 

２０歳未満、女性では、２０歳代、７０歳以上の高齢者が、国と比較し高くなっていま

す。全ての年代で国と同様に男性の自殺死亡率が、女性を上回っています（図６）。 
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(図５)資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 

(図６)資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料（平成２４～２８年平均） 
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（3）職業別自殺割合 

職業別では、年金・雇用保険等生活者が多く３６．４％、次いで被雇用・勤め人 

２６．２％、その他の無職者２５．２％となっています。就労者の割合は、全体の３２．

７％、就労していない者は、約６７．３％となっています（図７）。 

     

 

  

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（４）原因・動機別自殺割合 

原因・動機別自殺割合では、健康問題が５０．７％と半数を占めています。次いで、

経済・生活問題１８．２％、家庭問題１０．８％となっています（図８）。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 (図８)資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 

(図７)資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料 
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（５）職業・同居人の有無別状況 

 平成 24 年から平成 28 年の自殺者 113 名の職業の有無別、同居人の有無別の自殺

者割合では、男女ともに 60 歳以上無職・同居人の割合が高く、国と比較しても高くな

っています。また、同居人の有無別の自殺死亡率の男性では、２０～３９歳と４０～ 

５９歳の無職・独居者が、国と比較し高くなっています。女性では、国と比較し 60 歳

以上有職・独居者がやや高くなっていますが、その他では大きな差はありません（図９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）未遂歴の有無別状況 

 平成 24 年から平成 28 年の自殺者数 113 名の未遂歴別では、未遂歴「なし」の者

が 78.8％となっています。 

未遂歴「あり(再企図)」の者は、男性 11.1％。女性 26.8％で、女性の方が男性に比

べ多くなっています（図 1０）。 

 

 

(図９)資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料（平成２４～２８年合計） 

(図１０)資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料（平成２４～２８年合計） 

26.8

11.1

16.8

73.2

81.9

78.8

0.0

6.9

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

総数

あり なし 不詳

総数Ｎ＝113

男性Ｎ＝ 72

女性Ｎ＝ 41
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３ 各種アンケート調査結果による現状 
乳幼児健康診査のアンケートや２０１７（平成２９）年度にいきいきいなざわ・健康

２１（第２次）計画アンケート調査のデータ等から、市民の悩みやストレス等こころの

健康に関する現状把握をしました。 

 

（１）子育て期（妊婦を含む） 

 この時期は、妊婦を含め未就学児の子どもを育てる親について、現状把握をしました。 

ゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。 

乳幼児健診時のアンケート調査では、ゆったりした気分でお子さんと過ごせている割

合が高いものの、子どもの年齢が大きくなるにつれて、「何とも言えない」の割合が増

えています（図 11）。

 
（図 11）資料：平成 29 年度乳幼児健診時のアンケートより 

（２）学齢期 

あなたは、悩みはありますか。 

小学 2 年生は悩みがある人の割合が２７．７％あり、小学 5 年生・中学２年生では

４１．４％、高校生になると４６．９％と、年齢が上がるにつれて悩みがあるとの回答

が増えています（図１２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 12）資料：平成 29 年度いきいきいなざわ・健康２１（第 2 次）計画アンケート調査より 

70.8

77.8

88.4

2.6

2.6

0.9

26.6

19.6

10.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3歳児健診

1歳6か月児健診

4か月児健診

はい いいえ 何とも言えない

N =

高校生 341

中学生 232

小学５年生 244

小学２年生 238

46.9

41.4

41.4

27.7

51.3

57.3

57.8

71.0

1.8

1.3

0.8

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 無回答

N:1,059  

N:1,129  

N:1,105  

高校生 
 

 

 

中学２年生 
 

 

 

小学５年生 
 

 

 

小学２年生 

46.9 51.3 

41.4 57.3 

41.4 57.8 

27.7 71.0 
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もし悩みがあった場合、周囲（家族、友達等）の人に悩みを話すことができますか。 

 周囲の人に悩みを話すことができる割合は、小学 2 年生は６９．７％、高校生は 

６２．５％ですが、小学 5 年生は５５．３％、中学 2 年生は５４．７％となっていま

す（図１３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 13）資料：平成 29 年度いきいきいなざわ・健康２１（第 2 次）計画アンケート調査より 

 

悩みがある時に、誰に相談できますか？ （複数回答可） 

相談できる相手は、小学２年生では両親、小学５年生以降は、年齢が上がるにつれ、

友人に相談する割合が高くなり、両親や先生に相談する割合が低くなっています（図 

1４）。 

 

（図 14）資料：平成２９年度いきいきいなざわ・健康２１（第 2 次）計画アンケート調査より 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
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中学2年生

高校生

友達 両親 先生 その他 無回答

341

232

244

238

N =

高校生 341

中学生 232

小学５年生 244

小学２年生 238

62.5

54.7

55.3

69.7

7.0

11.2

18.4

10.9

24.6

28.4

21.3

18.5

5.9

5.6

4.9

0.8
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できる できない わからない 無回答
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10.9 
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21.3 
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単位：％ 

（3）青年期・成人期・高齢期 

あなたは、心身ともに健康であると思いますか。 

「そう思う」と「やや思う」をあわせた“思う”の割合が６０．９％、「あまり思わ

ない」と「思わない」をあわせた“思わない”の割合が３３．３％となっています（図

1５）。 

 

 

 

 

 

 

（図 1５）資料：平成 29 年度いきいきいなざわ・健康２１（第 2 次）計画アンケート調査より 

 

あなたは、最近１か月間にストレスを感じましたか。 

「感じた」と「多少感じた」をあわせた“感じた”の割合が 67.0％、「あまり感じ

なかった」と「感じなかった」をあわせた“感じなかった”の割合が 32.3％となって

います（図 1６）。 

 

 

 

 

 

 

（図 1６）資料：平成 29 年度いきいきいなざわ・健康２１（第 2 次）計画アンケート調査より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そう思う やや思う あまり思わない 思わない わからない 無回答

N =

1,666 22.8 38.1 20.9 12.4 5.1 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

1,666 33.8 33.2 24.5 7.8 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

感じた 多少感じた あまり感じなかった 感じなかった 無回答

22.8 38.1 20.9 12.4 0.7 1,666 
 

5.1 

33.8 33.2 24.5 7.8 0.7 
1,666 

単位：％ 
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受診しない

かかりつけの医師を受診する（精神科以外）

精神科・神経科・診療内科などの専門医療機関を受診する

無回答

ストレスを「感じた」「多少感じた」と答えた方は、具体的にどのような内容でしたか。

（複数回答可） 

３０歳代から６０歳代では「勤務問題」の割合が最も高く、次に「家庭問題」、「健康

問題」となっています。７０歳代では「健康問題」次に「家庭問題」、２０歳代では「学

校問題」、「勤務問題」の割合が高くなっています（図１７）。 

（図 1７）資料：平成 29 年度いきいきいなざわ・健康２１（第 2 次）計画アンケート調査より 

 

あなたがよく眠れない日が 2 週間以上続いたら、医療機関を受診しますか。 

年齢が下がるほど「受診しない」の割合が高く、「かかりつけの医師を受診する（精

神科以外）」の割合は低くなっています（図１８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 1８）資料：平成 29 年度いきいきいなざわ・健康２１（第 2 次）計画アンケート調査より 
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あなたが、困った時や心配なことがある時に主に相談する人は誰ですか。（複数回答可） 

年齢が上がるにつれ「配偶者」「子ども」の割合が、年齢が下がるにつれ「友人・知

人」「両親」の割合が高くなる傾向がみられます。また、他に比べ、４０歳代で「職場

の先輩・後輩」の割合が高くなっています。どの年代も「いない」と答えたかたがいま

すが、４０～６０歳代で少し増えています（図 1９）。 

（図 1９）資料：平成 29 年度いきいきいなざわ・健康２１（第 2 次）計画アンケート調査より 

 

あなたは、悩みを抱えたときやストレスを感じたときに、誰かに相談したり、助けを求

めたりすることにためらいを感じますか。 

「そう思う」と「どちらかというとそう思う」をあわせた割合が３９．３％、「どち

らかというとそうは思わない」と「そうは思わない」をあわせた割合が５１．０％とな

っています（図２０）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図２０）資料：平成 29 年度いきいきいなざわ・健康２１（第 2 次）計画アンケート調査より 

 

 

 

 

N =

1,666 12.5 26.8 18.2 32.8 8.2 1.4
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Ｎ＝ 
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５０歳代
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３０歳代

２０歳代
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友人・知人

両親

兄弟姉妹

子ども

職場の先輩・後輩

医師等専門家

親戚

その他

無回答
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こころの健康を保つために今後、どのような取り組みみが必要だと思いますか。（複数

回答可） 

「高齢者の孤立を防ぐケア」と答えた方が最も多く、次いで「学校での『いのちの教

育』の充実」、「経済面での生活の相談・支援の充実」となっています（図２１）。 

 

（図 2１）資料：平成 29 年度いきいきいなざわ・健康２１（第 2 次）計画アンケート調査より 
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自殺予防に関する普及・啓発
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ネットワークづくり 
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4 現状からみたライフステージ別課題及び今後の 

方向性 
 稲沢市の自殺に係るデータやいきいきいなざわ・健康 21（第 2 次）計画アンケート

や各課の事業棚卸しの提案等による現状から考えられる課題について、以下のとおり整

理しました。 

 

自殺リスクの高い人（自殺ハイリスク者）への対応 

 

 ライフステージ別の課題に応じた自殺リスクの軽減 

 

 自殺対策に対する市民の意識の醸成 

 

（１）自殺リスクの高い人（自殺ハイリスク者）への対応 

自殺ハイリスク者に対する取り組みみは、自殺対策において効果的であると考えら

れることから、対策を推進する必要があります。 

自殺のデータでは、高齢者や年金・雇用保険等生活者、無職の自殺が多くなってい

ます。原因では、健康問題次いで経済・生活問題となっています。 

こうした問題に対応するため、各種健康相談や法律相談等問題解決のための社会的

な環境整備と周知、ゲートキーパー（※１）の養成、相談対応者の資質向上と人材育

成が必要となります。家族を含め、周囲の人や関係機関の支援者の気づきが必要です。 

また、うつ病やその他精神疾患、アルコール健康障害等は自殺ハイリスクとなるた

め、適切な精神保健医療福祉サービスを利用できるよう支援が必要です。 

 

（２）ライフステージ別の課題に応じた自殺リスクの軽減 

① 子育て期（妊婦を含む） 

妊娠出産時は、ホルモンバランスや環境の急激な変化により、精神面の不調をきた

すことがあります。妊産婦の死亡原因の第１位は、自殺というデータもあります。ま

た、妊産婦の自殺死亡率は、同世代の一般女性の自殺死亡率の約 3 分の 2 に及ぶと

の報告もあり、産後うつは自殺リスクの危険因子となっています。 

 子育て世代の現状では、核家族やひとり親家庭、ワンオペ育児（※２）の環境にお

いて子育てによって社会から孤立することもあり、精神的に追い詰められ、うつ病の

発症や虐待、親子心中、自殺のリスクが高くなります。そのため、子育て世代包括支

援センター母子保健型（※３）を中心に、妊娠早期からハイリスク家庭に介入し、子

育て支援センターやその他の関係機関が連携して、継続して育児支援をしていくこと

が重要です。 
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② 学齢期 

国や県の統計から２０１４（平成 26）年以降の自殺者数は減少しているものの、

20 歳未満の自殺は減少しておらず、この年代の自殺対策を推進することが必要です。 

いじめ、貧困、受験、インターネットなどの環境変化（スマートフォン、インター

ネット、SNS 等の普及）など、学齢期・高校生の世代を取り巻く環境も、ストレス

フルな現状にあります。  

現在、市内の小・中学校では、必要に応じてスクールカウンセラー（※４）による

カウンセリングの実施や、心の教室相談員の配置により児童・生徒の不安や悩みを取

り除き、楽しく学校生活を送ることができるよう支援を行っています。 

こうした児童生徒の問題行動等へ対応するため、教育分野に関する知識に加えて、

社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒が置かれた様々な環境へ働き掛

け、関係機関等とのネットワークを活用して援助を行うスクールソーシャルワーカー

（※５）の活用方法等について検討を行う必要があります。 

また、社会の中で困難に直面した際、それを乗り越えられるスキル、ストレスへの

対応方法を身につけられるような取り組みが重要です。 

本市のアンケート結果では、この世代は、相談ができる人を「友人」「両親」と答

えており、相談を受ける際に周囲の人が適切に対応できるよう、正しい知識の普及啓

発が必要と考えます。低年齢のうちから、他人とうまくかかわれるようコミュニケー

ション力が身に付くような支援をするとともに、自分の命や他人の命を大切にする教

育、SOS の出し方に関する教育等、自殺対策に直結した対策が必要となります。ま

た、スマートフォン、インターネット、SNS 等のトラブルに巻き込まれないような

教育・啓発も行う必要もあります。 

 

③ 青年期・成人期 
本市の自殺割合において、高齢者に次いで多いのが、働き盛りの５０代となってい

ます。背景にある主な自殺の危機経路としては、失業から生活困窮、借金、うつ病、

自殺へとつながっています。経済的な問題を抱える人は、社会や家族からの孤立、心

身の不調など、複合的に問題を抱えている場合が多くあります。 

本市のアンケート結果からも、働き盛りの世代では、勤務問題や家庭問題でストレ 

スを感じている人の割合が多くなっています。その割に、困ったとき、悩んだ時に相

談することにためらいを感じる人が多いため、相談等本人からの発信が期待できない

現状があります。そこで、周囲の人が、自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、

話を聴き、必要に応じて専門機関へつなげ、見守る、ゲートキーパーの役割を担って

もらうことが重要となります。誰もがゲートキーパーの役割を知り、行動できるよう

普及啓発が必要です。 

この世代は、不眠の際に受診する人の割合が低いため、病院受診については、知識

がない、または知っていても受診に抵抗を感じている可能性があります。専門医への
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受診に対する偏見等をなくし、誰もが受診しやすい環境づくりが必要です。 

④ 高齢期 

高齢化が進む中で、高齢者の自殺予防は、重要な課題の一つです。 

本市においては、２０１２（平成 24）年から２０１６（平成２８）年までの５年

間で、６０歳以上の自殺者数は３１人で、全体の 27.4％を占めています。 

  本市のアンケート結果から、高齢者のストレスの原因として最も多いのが、健康問 

 題となっています。自殺の背景として、身体疾患が起因となりうつ病を発症し、自殺

に結びつく傾向があるため、高齢化が進む中で、高齢者が健康で暮らすための支援を

充実させていくことが、高齢者の自殺予防につながると考えます。 

  また、高齢者は、不眠で病院を受診する知識はあるものの、専門医ではなくかかり

つけ医師に受診する傾向があります。自身の身体疾患で受診する際、不眠について相 

談することが多いと考えられます。適切に専門医を受診できるよう正しい知識の普及

啓発が必要です。 

現在、健康推進課をはじめとして、各課で各種相談事業を行っています。これらの

相談窓口と連携を強化し、相談体制の充実が必要です。 

 

  

（３）自殺対策に対する市民の意識の醸成 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、生きることへの包括的な支援とし

て、市民一人ひとりの意識を変えていくことが必要です。自殺に追い込まれる危機は、

誰もが起こり得る危機であり、陥った人の心情や背景への理解を深めるとともに、危

機に陥った時に誰にどのような援助を求めたらよいか等の情報や、自殺や精神疾患に

対する偏見をなくす等について、社会全体の共通認識となる様な普及啓発が必要です。 

また、自殺により残された方（自死遺族）への配慮として、心のケアを行うととも

に様々な手続きや制度の利用に関する情報提供を行うことが必要です。自死遺族に対

する偏見をなくし暖かく見守る事などが必要です。社会の全体で自殺リスクを低下さ

せるために、市民の意識の醸成が必要です（図２２）。 
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（図２２） 自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 

※１ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、

必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことで、言わば「命の門番」とも位置付けられる人。 

※２ワンオペ育児＝ワンオペレーション育児：配偶者の多忙な勤務や単身赴任などで、仕事、家事、育児のすべてをこ

なさなければならない状態で、主に母親を指す。 

※３子育て世代包括支援センター母子保健型：妊娠期から子育て期に渡り、ワンストップ拠点として、稲沢市保健セン

ター内に稲沢版ネウボラ「子育て世代包括支援センター（母子保健型）」を設置し、子育て支援を行う。 

※４スクールカウンセラー：教育機関において心理相談業務に従事する。 

※５スクールソーシャルワーカー：社会福祉等の専門的な知識や技術を有する。学校と家庭、関係機関を効果的につな

ぎ、教育相談体制を整備する。 
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□ 社会が多様化する中で、地域生活の現場で起きる問題は複雑化・複合化している。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本理念 

国の理念である「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指します。 

いきいきいなざわ・健康 21（第 2 次）計画の基本理念「心と体 輝く未来への健康

づくり」を踏まえ、稲沢市の自殺対策は、「誰もが健やかに自分らしく生きる喜びを実

感できる稲沢市を目指して」を目標として掲げ、その実現に向けて自殺対策を推進しま

す。また、各施策の展開にあたっては、市民、地域、関係機関、民間団体、企業、学校、

行政等が連携・協働し、地域全体で自殺対策に取り組みます。 

 

２ 基本方針 

自殺リスクの高い人の状況を踏まえた効果的な対策の推進 

ライフステージ別の課題に応じた効果的な対策の推進 

つながりを大切にした安心して暮らせる地域づくりの推進 

 

３ 基本施策 

（１）社会的な要因や地域の実態把握と情報共有 

  自殺対策の取り組みを進めていくために、社会情勢等の統計データや情報から、社

会的要因や実態を把握し分析を行います。市民を取り巻く地域関係機関と必要な情報

を共有し、総合的に自殺対策に取り組みます。 

 

（２）心の健康づくりの啓発と周知 

市民一人ひとりが周りの人たちの心の不調に気づき、専門家につなげ、見守ってい

くという自殺予防における役割について理解を深めるため、教育活動、広報活動によ

り普及啓発を展開します。 

 

（３）相談・支援の体制づくりと人材育成 

地域のリーダーや関係者・職員等へのゲートキーパー養成を行い、自殺予防や心の

健康づくりの担い手を育成します。支援の必要な人を早期発見し、適切な専門機関へ

つなぎます。また、関係機関と連携し、相談事業の充実を図ります。 
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（４）地域におけるネットワークの構築 

市民の心の健康状態の把握や、自殺の現状等を把握し、支援方法や事業について、

関係機関や庁内関係部署と協議し、連携の強化を図り、ネットワークを構築します。 

 

（５）児童生徒等の SOS の出し方に関する教育の推進 

命の大切さを実感できる教育、社会において直面する可能性のある様々な困難やス

トレスへの対処方法を身に付けるための教育やこころの健康保持に係る教育を推進

するとともに、児童生徒等の生きることの促進要因を増やすことを通じて自殺対策に

資する教育の実施にむけた環境づくりを推進します。 

また、児童生徒等と日々接している学級担任や養護教諭等の教職員や、学生相談に

関わる大学等の教職員に対し、ＳＯＳの出し方を教えるだけでなく、子どもが出した

ＳＯＳについて、周囲の大人が気づく感度を高め、その受け止め方について普及啓発

をするための支援体制を強化します。自死遺児等に対するケアを含めた教育相談を担

当する教職員の資質向上を図ります。 

 

４ 評価指標 

本計画の取り組みが、自殺死亡率の低下に向けた対策として有効であったか、指標

を設けて評価・検証します。自殺は、多面的な要因から起きることから、環境要因と

行動変容要因に分け指標を設定しました。 

環境評価指標としては、相談体制や市民意識の変容のための指標を、行動変容指標

では、ライフステージにおいて自殺を予防するための行動部分に着目した指標として

います。 

 

 

（環境） 

№ 指 標 基準値 2017（平成 29）年 目標値 2028（平成 40）年 

１ 

スクールカウンセラ

ー及びスクールソー

シャルワーカーの配

置人数の増加 

スクールカウンセラー：１５人 

スクールソーシャルワーカー：１人 

増加 

２ 
啓 発 機 会 の 増 加  

（対象・回数） 

イベント３回、広報啓発２回、  

リーフレット配付 
増加 

（行動変容） 

№ 指 標 基準値 2017（平成 29）年 目標値 2028（平成 40）年 

１ 
相談や助けにためら

いを感じる人の割合

の減少 

３９．３％  １０．０％ 

２ 

育児中の母親がゆっ

たりと過ごせる割合

の増加 

4 か月児健診      ８８．４％ ９５．０％ 

１歳６か月児健診    ７７．８％ ９０．０％ 

３歳児健診       ７０．８％ ９０．０％ 
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№ 指 標 基準値 2017（平成 29）年 目標値 2028（平成 40）年 

３ 

悩みを周囲に話すこ

とができる割合の増

加指標 

小学２年生    ６９．７％ ９０．０％ 

小学５年生    ５５．３％ ９０．０％ 

中学２年生    ５４．７％ ９０．０％ 

高校生      ６２．５％ ９０．０％ 

４ 

眠れない日が２週間

以上続いたら医療機

関 に 受 診 す る 割 合 

の増加 

２０歳代     ３０．９％ ９０．０％ 

３０歳代     ３５．３％ ９０．０％ 

４０歳代     ４１．０％ ９０．０％ 

５０歳代     ４１．２％ ９０．０％ 

６０歳代     ４８．６％ ９０．０％ 

７０歳代     ５６．２％ ９０．０％ 

５ 

自 殺 対 策 研 修 会  

(ゲートキーパー養成

等）の受講者数の増加 

２００９（平成２１）年から 

２０１７（平成２９）年まで 

延べ受講者７３１人 

内訳（市民４７６人、職員２５５人） 

毎年度 100 人増 

延べ２８００人 

 

（目標） 

№ 指 標 基準値 2017（平成 29）年 目標値 2028（平成 40）年 

１ 
自殺死亡率の低下 

２００９（平成２１）年から 

２０１７（平成２９）年までの 

平均自殺死亡率 

      １６．８ 

２０１９（平成３１）年から 

２０２８（平成４０）年までの 

平均自殺死亡率 

  １３．４以下 
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第４章 施策の展開 

１ ライフステージ別の事業及び具体的な取り組み 

（１）子育て期（妊婦を含む） 
事業名 事業内容 課 名 

子育て支援総合

相談（ワンストッ

プサービス） 

家庭における子どもの育て方、子どもの発達問題

行動、不登校、子どもの養育に対する悩みに対し、

専門家が総合的な子育て相談に応じます。 

子育て支援課 

母子等就業相談 母子・父子自立支援員が、母子家庭、父子家庭、

寡婦家庭のかたの就業相談、働くための技能・知

識習得のための相談に応じます。 

子育て支援課 

子育て相談（各保

育園、児童館） 

交流の場の提供、育児で困ったことや、不安に思

ったこと等相談に応じます。 

子育て支

援課保育課 

健康相談（電話・

面接・訪問） 

医師・保健師・栄養士による健康についての相談

に応じます。 

健康推進課 

ママベビーサポ

ート事業 

母子健康手帳交付時の面接や産後の育児不安解消

のためのお泊りケアの実施や赤ちゃん訪問を行い

子育て中のお母さんを支援します。 

健康推進課 

すくすく広場で

の相談 

保健師・栄養士が、計測や育児で困ったことや不

安について、相談に応じます。 

健康推進課 

子育て支援ガイ

ドブックの配布 

子育て支援ガイドブックを配布し、子育てに関す

る制度や施設、相談窓口など市の子育て支援に関

する情報を発信します。 

子育て支援課 

児童手当・児童扶

養手当・特別児童

扶養手当の支給 

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当を支

給し、子育てを支援します。 

子育て支援課 

子育て支援拠点 

事業 

子育て支援センターを中心に、乳幼児及びその保護者

相互の交流を行う場を提供し、子育てについての

相談、情報の提供、助言等、子育て支援の充実を

図ります。 

子育て支援課 

子ども・子育て支

援事業計画の推進 

子ども・子育て支援事業計画の推進を図ります。 子育て支援課 

障害児通所支援 障害等で発達に支援が必要な児に対し療育を行います。福祉課 

ファミリー・サポ

ート・センター 

運営事業 

乳幼児の預かり等の援助を受けたい者と、援助を

行う者との連絡調整を行い、育児の相互援助活動

を推進します。 

子育て支援課 
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（２）学齢期 

事業名 事業内容 課 名 

人権相談 家庭内の問題、いじめ、生活環境の侵害等人権に

関する相談に応じます。 

市民課 

教育相談（いじめ

含む） 

カウンセリング 

各学校で、定期的にアンケート調査等による児童

生徒の実態調査を行い、実態に応じて担任を中心

に教育相談活動を行います。教育相談員が、子ど

もの教育上の悩みや心配事に関する相談を面接、

電話等で応じます。また、必要に応じて中学校や

小学校（拠点校）に配置されたスクールカウンセ

ラーによるカウンセリングを行い、支援につなぎ

ます。 

学校教育課 

子育て支援総合相

談（ワンストップ

サービス） 

家庭における子どもの育て方、子どもの発達問題

行動、不登校、子どもの養育に対する悩みに対し、

専門家が総合的な子育て相談に応じます。 

子育て支援課 

道徳教育 「生命尊重」を主題とする道徳授業に積極的に取

り組み、自他の生命を尊重する心の教育に努めま

す。 

学校教育課 

インターネットや

携帯電話の使い方

の講習 

被害者・加害者双方の立場から、インターネット

や携帯電話の正しい使い方を理解させるために児

童生徒や保護者、教職員を対象とした講習会や研

修会を開催し、その中で互いの人格を尊重するよ

う指導します。 

学校教育課 

就学援助 経済的理由により、就学困難な児童生徒に対し、

給食費・学用品等を補助し、義務教育の円滑な実

施を図ります。 

学校教育課 

奨学金に関する 

周知 

奨学金に関する周知を行い、進学の実現ができる

よう支援します。 

庶務課 

私立高等学校 

授業料補助 

生活保護（生活扶助）を受けている、当該年度の

市町村民税が非課税又は均等割のみのいずれかの

場合に、私立高等学校に在籍する生徒の授業料を

負担し、かつ、稲沢市に住所を有する方に補助し、

高等教育の円滑な実施を図ります。 

庶務課 

特別支援学級就学

奨励金補助 

特別支援学級在籍者に対し、就学奨励金の補助を

行い支援します。 

学校教育課 
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ファミリー・サポ

ート・センター 

運営事業 

児童の預かり等の援助を受けたい者と、援助を行

う者との連絡調整を行い、育児の相互援助活動を

推進します。 

子育て支援課 

特別支援教育の 

推進 

特別支援教育に関する事例研究や情報交換を行

い、児童生徒の適切な就学指導を実施し支援しま

す。 

学校教育課 

企画調整に関する

事務 

子ども達の健やかな成長が促せるよう教育大綱を

策定します。 

庶務課 

キャリア教育推進 中学校での職場体験学習を支援し、望ましい勤労

観、職業観を育てます。 

学校教育課 

いじめ・不登校 

対策推進 

いじめ・不登校対策委員会を設置し、不登校の対

策等の研修活動を実施し、児童生徒が充実した学

生生活が送れるよう環境を整えます。 

学校教育課 

スクールソーシャ

ルワーカー活用 

スクールソーシャルワーカーを活用し、様々な問

題を抱えた児童生徒に対し、当該児童生徒が置か

れた環境へ働きかけたり、関係機関等とのネット

ワークを活用したりするなど多様な支援方法を用

いて課題解決への対応を図ります。 

学校教育課 

教育相談（いじめ

含む） 

教育に関する相談に応じます。 学校教育課 

教育に関する調査

研究・会議や連絡

会の開催等 

不登校対策として、スクールカウンセラーの配置

や心の教育相談員との連携強化を図ります。 

学校教育課 

 

（３）青年期・成人期 

事業名 事業内容 課 名 

人権相談 家庭内の問題、いじめ、生活環境の侵害等人権に

関する相談に応じます。 

市民課 

女性悩みごと相談 女性が心身ともに充実した豊かな毎日を送ること

ができるように悩みごと相談を実施します。 

福祉課 

福祉総合相談窓口 生活困窮者自立相談支援事業、家計相談支援事業

等を実施し、福祉に関するあらゆる相談をワンス

トップで受けます。 

福祉課 

健康相談（電話・

面接・訪問） 

医師・保健師・栄養士による健康についての相談

に応じます。 

健康推進課 
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母子家庭等自立 

支援給付金事業 

自立支援教育訓練・高等職業訓練促進・高卒認定

試験受講終了時等に給付金を支給します。 

子育て支援課 

母子・父子自立 

支援員設置事業 

ひとり親家庭等への相談・助言を行うため、支援

員を設置します。 

子育て支援課 

法律相談 民事上の法律相談に関する相談に応じます。 市民課 

多重債務相談 NPO 法人クレサラあしたの会の司法書士がサラ

金やクレジットカードなどの借金に苦しんでいる

方を対象に相談に応じます。 

商工観光課 

消費生活相談 消費生活相談員が消費生活全般（訪問販売による

トラブル、クーリング・オフの方法、商品表示と

内容の相違など）の相談に応じます。 

商工観光課 

労働相談 県尾張県民事務所労働相談員が労働者及び使用者

を対象とした労働全般の相談に応じます。 

商工観光課 

障害福祉サービス

事業 

障害のある方に障害福祉サービス等を給付し、地

域での生活を支援します。 

福祉課 

上下水道料金徴収 料金滞納者に対する料金徴収の際、給水停止執行

された方に対して、相談窓口を紹介します。 

水道業務課 

（４）高齢期 

事業名 事業内容 課 名 

人権相談 家庭内の問題、いじめ、生活環境の侵害等人権に関

する相談に応じます。 

市民課 

福祉総合相談窓口 生活困窮者自立相談支援事業、家計相談支援事業等

を実施し、福祉に関するあらゆる相談をワンストッ

プで相談に応じます。 

福祉課 

高齢者健康よろず

相談 

各老人福祉センターにて保健師による健康相談と

一緒に諸々の相談に応じます。 

高齢介護課 

健康相談（電話・

面接・訪問） 

医師・保健師・栄養士による健康についての相談に

応じます。 

健康推進課 

法律相談 民事上の法律相談に関する相談に応じます。 市民課 

消費生活相談 消費生活相談員が消費生活全般（訪問販売によるト

ラブル、クーリング・オフの方法、商品表示と内容

の相違など）の相談に応じます。 

商工観光課 

多重債務相談 NPO 法人クレサラあしたの会の司法書士がサラ金

やクレジットカードなどの借金に苦しんでいる方

を対象に相談に応じます。 

商工観光課 
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高齢者ふれあい 

サロン事業 

身近な場所で高齢者が集い、楽しく過ごしていただ

くサロンの活動支援をします。 

高齢介護課 

高齢者福祉バス 

運行事業 

老人クラブ等の研修及び交流のためにバスを運行

し、生きがいづくり、社会参加を促します。 

高齢介護課 

認知症サポーター

養成講座 

地域で安心して暮らせるよう、認知症サポーターを

養成します。 

高齢介護課 

認知症介護家族 

支援事業 

認知症の人とその家族が安心して在宅生活が営ま

れるように、日頃の介護で不安に思うことなどを話

し、リフレッシュと情報交換を支援します。 

高齢介護課 

地域包括支援 

センター事業 

地域の高齢者の相談窓口となり、相談に応じます。 高齢介護課 

介護給付事業 介護保険による居宅介護・短期入所・施設入所など

の給付支援をします。 

高齢介護課 

上下水道料金徴収

業務 

料金滞納者に対する料金徴収の際、給水停止執行さ

れた方に対して、相談窓口を紹介します。 

水道業務課 

（５）その他 

事業名 事業内容 課 名 

自殺対策研修会 

（市民・職員） 

ゲートキーパー養成講座を実施します。 健康推進課 

自殺対策庁内会議 自殺対策庁内会議を実施します。 健康推進課 

自殺予防の啓発 

事業 

広報掲載・啓発グッズを配布し、市民の意識啓発に

努めます。 

健康推進課 

相談窓口リーフレ

ットの配布 

自損行為等での救急出場の際に問題を抱えている

傷病者や家族にリーフレットを配布し、相談先を紹

介します。 

市民課 

福祉課 

健康推進課 

警防第 1 課 

警防第２課 

市民病院 

事後検証 自損行為での救急搬送症例の検証を行い、改善点を

隊員にフィードバックすることで救命率の向上を

目指します。 

警防第 1 課 

警防第 2 課 
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（６）他機関とのネットワーク体制の強化 

取り組みみ 内容 関係機関 

ハイリスク妊産婦

要保護児童等の支援  

産科医療機関と、ハイリスク妊産婦・要保護児童

等の母子支援について連携を更に強化します。 

産科医療機関 

保健所 

児童相談センター 

福祉課 

健康推進課 

精神障害者支援 多機関の参加する会議(地域連携会議、社協の地

域移行の会議など)に参加し、地域情報の共有、

地域課題や対応の検討、研修会をします。 

医療機関 

保健所 

警察 

福祉課 

健康推進課 

生活困窮者支援 生活困窮者の来所が予測されるハローワークや

相談支援機関やサービス事業所など家庭の中に

入っている機関等との連携を強化します。 

福祉課 

健康推進課 

自殺防止啓発 

活動・相談事業 

精神保健福祉ボランティア団体等と啓発活動を

行います。SNS 等の利用への注意喚起と教育・

啓発・相談の充実を図ります。また、自死遺族へ

リーフレットの配布を行います。 

保健所 

福祉課 

健康推進課 
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第５章 計画の推進体制 

１ 自殺対策における連携強化 

自殺対策は、市民・地域・関係機関・民間団体・企業・学校・行政等がそれぞれ

の役割を果たすとともに、相互に連携、協力を図りながら、取り組みを推進します。 

２ 地域におけるネットワーク強化 

計画の推進にあたっては、市民・地域・関係機関・民間団体・企業・学校・行政

等関係する機関等の連携・協力を仰ぎ、ネットワークを強化し、各種施策の取り組

みを推進します（図２３）。 

３ 計画の進捗管理 

毎年、計画の進捗状況等について点検、評価し、その着実な推進を図ります。 

関係機関団体の情報交換と自殺予防対策事業の進捗管理や地域の課題を検討す

る場として自殺対策庁内連絡会議で協議、検討をし、各事業が円滑に進められるよ

う調整します。また、必要があると認める場合には計画の見直しを行い、進捗管理

を行います。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

（図２３） 稲沢市自殺対策推進体制 
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○自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号） 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条）  

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条）  

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条）  

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条）  

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している

状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処してい

くことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、

地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等

により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援

の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与

することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人と

して尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができ

るよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための

環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければならない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に

様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、

単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければなら

ない。 

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺

が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければな

らない。 

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図ら

れ、総合的に実施されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対

策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域

資料１ 
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の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の

援助を行うものとする。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用

する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国民の責務） 

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心

を深めるよう努めるものとする。 

（国民の理解の増進） 

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の

理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策

の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、

それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するも

のとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさ

わしい事業を実施するよう努めるものとする。 

（関係者の連携協力） 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二

十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七条

第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、

自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の

名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにし

なければならない。 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の

措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する

報告書を提出しなければならない。 
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第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策

の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）を定め

なければならない。 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域

内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」とい

う。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、

当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計画」

という。）を定めるものとする。 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況

に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県

又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内

容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金

を交付することができる。 

第三章 基本的施策 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺

の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り

方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにそ

の成果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の

情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備

を行うものとする。 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、

自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係

る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心の

健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当た

っては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 
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３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連携

を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として共

に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵かん 養等に資する教育又は啓発、

困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教

育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を

行うよう努めるものとする。 

（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のお

それがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精

神保健に関して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の診療

を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又

は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連

携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地域にお

いて自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の

関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他

の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ず

るものとする。 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂

者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に

及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要な

施策を講ずるものとする。 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援

等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

第四章 自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」という。）

を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 
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二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策

の実施を推進すること。 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会⾧及び委員をもって組織する。 

２ 会⾧は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総

理大臣が指定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会⾧及び委員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

（必要な組織の整備） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織

の整備を図るものとする。 

附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

附 則 （平成二七年九月一一日法律第六六号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置） 

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十

条第一項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の

自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をも

って存続するものとする。 

（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置は、政令で定める。 

附 則 （平成二八年三月三〇日法律第一一号） 抄  

（施行期日） 

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か

ら施行する。 
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第３期あいち自殺対策総合計画の概要 

Ⅰ はじめに                                       

１ 計画策定の趣旨・経緯 

・ 平成18(2006)年に施行された「自殺対策基本法」及び平成19(2007)年6月に閣議決定

された「自殺総合対策大綱」（以下「大綱」という。）を踏まえ、平成19(2007)年度から

23(2011)年度を計画期間とする「あいち自殺対策総合計画」（以下「第１期計画」とい

う。）を平成20(2008)年3月に策定した。 

・ 第１期計画の期間満了及び平成24(2012)年8月の大綱の見直しを受け、平成25(2013)

年度から28(2016)年度を計画期間とする新たな「あいち自殺対策総合計画」（以下「第

２期計画」という。）を平成25(2013)年3月に策定した。 

・ 第２期計画の期間満了及び平成29(2017)年7月の大綱の見直しを受け、今回「第３期

あいち自殺対策総合計画」を策定するものである。

２ 計画の性格、期間、基本理念及び基本目標 

（1）計画の性格 

自殺対策基本法第13条に基づく都道府県自殺対策計画 

（2）計画の期間 

平成30(2018)年度から平成34(2022)年度までの5年間

（3）計画の基本理念及び基本目標 

《基本理念》：「気づきと見守りにより生きやすい社会の実現」を目指します

《基本目標》：平成34(2022)年までに自殺死亡率を14.0以下まで減少させる

（平成28(2016)年の自殺死亡率：15.7《警察庁統計（外国人を含む》） 

Ⅱ 第２期計画の目標及び結果等   

・ 第２期計画では、「自殺者を一人でも減らす」ことを基本目標としてきた。平成26(2014)

年以降連続して減少しているものの、依然として多くの方が自ら命を絶っていることに

は変わりはなく、引き続き、対策の強化が必要となっている。 

〔愛知県の年間自殺者数（警察庁統計）〕 

平成24年 

(2012年) 

平成25年 

(2013年) 

平成26年 

(2014年) 

平成27年

(2015年)

平成28年 

(2016年) 

1,454人 1,517人 1,395人 1,301人 1,180人 
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（３）がん患者、慢性疾患等の重篤患者

（４）生活困窮者

（５）多重債務者

（６）災害被災者

（１）相談体制の整備・相談窓口の周知

（１）就学期の取組

（２）成人期の取組

（３）高齢期の取組

（１）精神疾患患者

（２）自殺未遂者

（３）自殺予防に向けた普及啓発

（４）民間活動との連携及び民間活動
　　　への支援

（５）自殺発生回避のための取組

　自死遺族支援の取組

（２）自殺予防ゲートキーパーの養成・
　　　関係者の資質向上のための研修

１ ライフステージ別対策

２ 自殺ハイリスク者群への
対策

４ 自死遺族支援対策

３ その他の保護因子を
高める対策

Ⅲ 自殺を防ぐための対策                                 

1 対策の基本的な考え方 

（1）基本的な考え方 

次の２つの考え方により取組を進めます。 

〇 自殺リスクを高める「危険因子（生きることの阻害要因）」を低減させる取組 

〇 自殺リスクを低下させる「保護因子（生きることの促進要因）」を増加させる取組 

（2）対象者別対策 

  「4つの対策」を「15の取組」により推進します。 
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２ ライフステージ別対策 

（1）就学期の取組 

危険因子：学校における様々なストレス、虐待、思春期の精神疾患 

保護因子：命を大切にする教育、豊かな心を育む教育、生活上の困難・ストレスに直

面した時の対処方法の教育（ＳＯＳの出し方に関する教育）、児童生徒等へ

の相談支援体制の整備、子どもの自己肯定感を育む取組の推進・居場所づく

り、教職員の資質向上、保護者への普及啓発、子どもの成長を地域で支える

取組 等

〇 生徒の人格を尊重した適切な生徒指導のための各学校における組織的な取組の実施 

〇 児童相談センターの専門職員の適正配置や資質の向上 

〇 ＳＯＳの出し方に関する教育等自殺予防教育の実践的な指導方法等を身に付けるため

の教員向け研修の開催 

〇 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等による相談体制の充実 

〇 生活困窮世帯等の子どもを対象とした学習支援や居場所の提供 等 

（2）成人期の取組 

危険因子：就職に関する悩みや失業等、過重労働等によるうつ病、産後うつ・子育ての悩み、 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）

保護因子：困難を抱える若者への支援、職場のメンタルヘルス対策の推進、ワーク・ライフ・

バランスの推進 等

〇 あいち労働総合支援フロアにおける、国等と連携した職業相談・紹介、キャリアコンサ 

ルティング等、再就職を含めた総合的な就労支援 

〇 中学校卒業後の進路未定者、高校中退者等を対象とした学習支援や相談・助言の実施 

〇 長時間労働の是正やパワハラ対策について、国等と連携した取組の実施 

〇 市町村における子育て世代包括支援センターの設置促進に向けた取組 

〇 女性相談センターを中心としたＤＶ被害者保護支援の実施 等 

（3）高齢期の取組 

危険因子：孤立、加齢に伴う心身機能の低下  

保護因子：地域包括ケアシステム（見守り支援・生きがい対策、各種介護予防事業）

○ あいちシルバーカレッジの開催など高齢者の生きがい対策の推進 

〇  介護支援専門員を対象とした高齢者や介護者の心理状態等の理解を深める研修の 

実施 等 
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３ 自殺ハイリスク者群への対策 

（1）精神疾患患者 

〇 かかりつけ医を対象としたうつ病等に関する診療知識等を習得するための研修の実施 

〇 県精神保健福祉センターにおける依存症回復支援プログラム（あいまーぷ）の実施 

〇 アルコール依存症治療等の拠点となる専門医療機関の指定 等 

（2）自殺未遂者 

○ 救急病院等の医療従事者を対象とした自殺未遂者対応力向上研修の実施

○ 連携会議やケア会議の開催等による自殺再企図防止を目的とした地域のネットワークの 

充実・強化 等

（3）がん患者、慢性疾患等の重篤患者 

○ 看護師等を対象とした重篤な疾患患者の心のケア対応力向上研修の実施

〇 がんの体験者による電話相談の実施や、がん患者等の治療と就労を両立できる環境づく 

りの推進

〇 難病患者や家族等を対象とした相談支援の実施、患者・家族教室の開催 等

（4）生活困窮者 

〇 個別支援計画の作成など生活困窮者に対する自立に向けた支援の実施 

○ 生活困窮者の支援等を行う者を対象とした精神面の不調に関する知識や技術を修得する

ための研修の実施 等 

（5）多重債務者 

〇  生活情報紙の発行やウェブページの活用等による多重債務問題の啓発や相談窓口の周知 

〇  県消費生活相談窓口における多重債務相談の実施

〇 司法書士に対するゲートキーパー研修の実施

〇 市町村と連携した無料巡回相談（弁護士、司法書士の派遣）の実施 等

（6）災害被災者 

〇 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の養成及び質の向上

〇 災害拠点精神科病院の指定等、災害時における精神科医療提供体制の強化

〇 保健所や市町村職員を対象とした被災者のメンタルヘルス等に関する研修の実施 等
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４ その他の保護因子を高める対策 

（1）相談体制の整備・相談窓口の周知 

○ こころの悩みに関する相談を受ける「あいちこころほっとライン365」の実施 

○  電話相談を実施する民間団体が行う相談員の資質向上に対する支援

○ 保健所を中心とした各種相談機関のネットワーク構築や連携の強化

○ 「福祉ガイドブック」やパンフレットの作成・配布等による相談窓口の周知 等

（2）自殺予防ゲートキーパーの養成・関係者の資質向上のための研修 

○ 看護師や薬剤師等専門職や各種相談支援担当者等を対象としたゲートキーパー研修 

の実施

○ 複雑多様化する相談内容に対応するための相談担当職員等への資質向上研修の実施 等

（3）自殺予防に向けた普及啓発 

○ 「自殺予防週間」や「自殺対策強化月間」における自殺予防啓発活動の実施

○ 県のホームページ等による普及啓発の充実 等

（4）民間活動との連携及び民間活動への支援 

○ 事業の委託等による民間団体との連携や民間活動への支援の実施

（5）自殺発生回避のための取組 

○ 医薬品や農薬等の適正管理の指導、薬物乱用防止啓発活動の実施

〇 インターネット上の自殺予告事案に対する未然防止等の実施や自殺関連情報に関する有

害情報についての管理者への削除依頼の実施 等

５ 自死遺族支援対策 

〇 精神保健福祉センター等における自死遺族に対する相談支援の実施 

〇  市町村職員等を対象とした自死遺族の心理や支援者の基本的姿勢等を習得するための 

  研修の実施 

〇 自死遺族の自助グループが実施するセミナーの開催等に対する支援の実施 等 
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Ⅳ 推進体制の整備及び計画の的確な進行管理                        

１ 推進体制の整備 

知事を本部長、関係部局長を本部員とした「愛知県自殺対策推進本部」により計画を推進する。 

２ 計画の的確な進行管理 

計画の進捗状況について、毎年度、その結果を関係機関、民間団体、学識者等で構成する「愛

知県自殺対策推進協議会」に報告し、計画を着実に推進する。 
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いきいきいなざわ健康２１（第 2次）計画アンケート調査の概要 
 

１ 調査の目的 

本調査は、いきいきいなざわ健康 21（第２次）計画の中間見直しの基礎資料を得ることを目的

として実施しました。 

 

 

２ 調査対象 

小学生：稲沢市の小学２年生、５年生 

中学生：稲沢市の中学２年生 

高校生：稲沢市の高校生 

大学生：名古屋文理大学及び愛知文教女子短期大学の学生 

成 人：稲沢市在住の20歳以上（20・30・40・50・60・70歳代ごとに500人ずつ）を無作為抽出 

 

 

３ 調査期間 

平成 29年 10 月２日から平成 29年 10 月 24 日まで 

 

 

４ 調査方法 

小学生～大学生：学校での直接配布・回収 

成人：郵送による配布・回収 

 

 

５ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

小学生（２年生） 246 通 238 通 96.7％ 

小学生（５年生） 253 通 244 通 96.4％ 

中学生（２年生） 254 通 232 通 91.3％ 

高校生 341 通 341 通 100.0％ 

大学生 300 通 281 通 93.7％ 

成 人 3,000 通 1,666 通 55.5％ 

 

資料４ 
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自殺対策計画策定までの経過 

 

時  期 内   容 

  5 月 16 日 稲沢市自殺対策庁内連絡会議（第 1 回） 

  8 月  3 日 プロジェクト会議（第 1 回） 

  8 月 30 日 プロジェクト会議（第 2 回） 

  9 月 14 日 プロジェクト会議（第 3 回） 

  9 月 26 日 プロジェクト会議（第 4 回） 

10 月 4 日 プロジェクト会議（第 5 回） 

10 月 24 日 稲沢市自殺対策庁内連絡会議（第 2 回） 

10 月 29 日 プロジェクト会議（第６回） 

11 月 14 日 稲沢市保健対策推進協議会 

11 月 28 日 プロジェクト会議（第７回） 

 

資料５ 
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○ 稲 沢 市 保 健 対 策 推 進 協 議 会 設 置 要 綱  

昭 和 ５ ８ 年 ４ 月 １ 日 施 行  

改 正  昭 和 ６ １ 年 ２ 月 １ 日  

改 正  平 成 １ ６ 年 ５ 月 １ 日  

改 正  平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日  

改 正  平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 稲 沢 市 保 健 対 策 推 進 協 議 会 の 設 置 、 組 織 及 び 運 営

に 関 し 必 要 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 設 置 ）  

第 ２ 条  保 健 事 業 の 運 営 を 円 滑 か つ 効 果 的 に 実 施 す る に 必 要 な 調 査 、 調

整 及 び 協 議 を 行 う た め 、 稲 沢 市 保 健 対 策 推 進 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」

と い う 。 ） を 置 く 。  

（ 事 業 ）  

第 ３ 条  協 議 会 は 、 次 の 事 項 を 協 議 す る 。  

(1) 保 健 事 業 実 施 計 画 の 調 整 に 関 す る こ と 。  

(2) 市 の 協 力 援 助 に 関 す る こ と 。  

(3) 関 係 団 体 の 協 力 に 関 す る こ と 。  

(4) 保 健 事 業 の 推 進 方 策 に 関 す る こ と 。  

(5) い き い き い な ざ わ ・ 健 康 ２ １ の 推 進 及 び 評 価 に 関 す る こ と 。  

(6) そ の 他 協 議 会 の 目 的 達 成 に 必 要 な こ と 。  

（ 組 織 ）  

第 ４ 条  協 議 会 は 、 ２ ０ 人 以 内 で 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 。  

(1) 保 健 医 療 関 係 団 体 の 代 表 者  

(2) 学 識 経 験 者  

(3) 地 域 団 体 等 の 代 表 者  

(4) 企 業 の 代 表 者  

(5) 関 係 行 政 機 関 の 代 表 者  

(6) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め た 者  

（ 任 期 ）  

第 ５ 条  委 員 の 任 期 は 、 １ 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

２  補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

（ 会 長 ）  

第 ６ 条  協 議 会 に 会 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。  

２  会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 会 議 の 議 長 と な る 。  

３  会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 会 長 が 欠 け た と き は 、 あ ら か じ め 会 長

の 指 定 す る 委 員 が 、 そ の 職 務 を 代 行 す る 。  

（ 会 議 ）  

第 ７ 条  協 議 会 は 、 会 長 が 招 集 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 市 長 が 招 集 す る 。  

(1) 最 初 の 協 議 会 を 開 催 す る と き 。  

(2) 協 議 会 の 会 長 が 欠 け た と き 。  

資 料 ６  
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３  協 議 会 は 、 委 員 の 半 数 以 上 が 出 席 し な け れ ば 、 会 議 を 開 く こ と が で

き な い 。  

４  協 議 会 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 会

長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

（ 対 策 委 員 会 ）  

第 ８ 条  協 議 会 は 、 健 康 づ く り の 立 案 に 関 す る 専 門 事 項 を 調 査 、 審 議 さ

せ る た め 対 策 委 員 会 を 置 く こ と が で き る 。  

２  対 策 委 員 会 は 、 次 の 委 員 会 と す る 。  

(1) 保 健 事 業 対 策 委 員 会  

(2) い き い き い な ざ わ ・ 健 康 ２ １ 推 進 対 策 委 員 会  

(3) そ の 他 の 対 策 委 員 会  

３  対 策 委 員 会 は 、 委 員 又 は 委 員 の 属 す る 団 体 の 構 成 員 の 中 か ら 、 会 長

が 指 名 す る 者 及 び そ の 他 会 長 が 必 要 と 認 め る 者 （ 以 下 「 対 策 委 員 」 と

い う 。 ） で 構 成 す る 。  

４  対 策 委 員 会 に 委 員 長 を 置 き 、委 員 長 は 対 策 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。 

５  対 策 委 員 会 は 委 員 長 が 招 集 す る 。  

６  委 員 長 は 委 員 会 の 結 果 を ま と め 、 会 長 に 報 告 す る 。  

（ 庶 務 ）  

第 ９ 条  協 議 会 の 庶 務 は 、 子 ど も 健 康 部 健 康 推 進 課 に お い て 処 理 す る 。  

（ 補 則 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事

項 は 協 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則   

こ の 要 綱 は 、 昭 和 ６ １ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則   

こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ６ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 



自殺対策計画策定委員名簿（稲沢市保健対策推進協議会委員）

選　　出　　基　　準 氏　　　名

稲沢市医師会会長 山 村 等

稲沢市歯科医師会会長 野 村 明 生

稲沢市薬剤師会会長 青 木 啓 一

稲沢市民病院看護部長 住 田 千 鶴 子

稲沢市まちづくり連絡協議会監査 川 原 柳 子

稲沢市老人クラブ連合会会長 柿 沼 晉

稲沢市連合婦人会会長 内 藤 ひ ろ 子

稲沢市健康づくり食生活改善協議会会長 奥 野 節 子

愛知県健康づくりリーダー連絡協議会尾張西部稲沢支部長 坂 野 昭 子

稲沢市みらい子育てネット副会長 小 田 桃 里

主任児童委員代表者 佐 藤 加 津 代

祖父江町地域包括支援センター（稲沢厚生病院） 中 村 敦 子

農村生活アドバイザー 吉 次 栄 子

愛知県食品衛生協会稲沢支部副支部長 森 清 次

三菱電機株式会社稲沢製作所総務部総務課長 湯 原 慶

愛知県一宮保健所長 澁 谷 い づ み

養護教諭部会代表（稲沢西中学校） 竹 市 紫 野

稲沢市社会福祉協議会　主幹 杉 山 大 進

アドバイザー （南山大学社会倫理研究所　第一種研究所員
　　　　　　　法学部　准教授）

森 山 花 鈴

アドバイザー（名古屋市立大学　看護学部　地域保健看護学科
　　　　　　　准教授）

尾 崎 伊 都 子

◎　委員長　

◎
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○ 稲 沢 市 自 殺 対 策 庁 内 連 絡 会 議 設 置 要 綱  

平 成 ２ ２ 年 ８ 月 １ ３ 日 施 行  

改 正  平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日  

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 稲 沢 市 自 殺 対 策 庁 内 連 絡 会 議 の 設 置 、 組 織 及 び 運

営 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 設 置 ）  

第 ２ 条  自 殺 対 策 基 本 法 （ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ８ ５ 号 ） に 基 づ き 、 市 民 が

健 康 で 生 き が い を 持 っ て 暮 ら す こ と の で き る 社 会 の 実 現 を 目 指 し 、 自

殺 対 策 を 全 庁 で 横 断 的 に 取 り 組 む た め に 、 稲 沢 市 自 殺 対 策 庁 内 連 絡 会

議 （ 以 下 「 連 絡 会 議 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

（ 所 掌 事 務 ）  

第 ３ 条  連 絡 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 協 議 、 検 討 等 を 行 う 。  

(1) 自 殺 対 策 に 関 す る 業 務 の 情 報 交 換 及 び 相 互 連 携 に 関 す る こ と 。  

(2) 自 殺 対 策 の 諸 施 策 の 調 整 、 検 討 及 び 推 進 に 関 す る こ と 。  

(3) そ の 他 自 殺 対 策 の 総 合 的 な 推 進 に 関 す る こ と 。  

（ 組 織 ）  

第 ４ 条  連 絡 会 議 は 、 別 表 に 掲 げ る 者 を も っ て 組 織 す る 。  

（ 座 長 及 び 副 座 長 ）  

第 ５ 条  連 絡 会 議 に 座 長 及 び 副 座 長 を 置 き 、 座 長 は 、 子 ど も 健 康 部 長 を

も っ て 充 て 、 副 座 長 は 健 康 推 進 課 長 を も っ て 充 て る 。  

２  座 長 は 、 連 絡 会 議 の 会 務 を 総 理 し 、 連 絡 会 議 を 代 表 す る 。  

３  副 座 長 は 、 座 長 を 補 佐 し 、 座 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 座 長 が 欠 け

た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 会 議 ）  

第 ６ 条  連 絡 会 議 の 会 議 は 、 座 長 が 招 集 し 、 座 長 が 議 長 と な る 。  

２  連 絡 会 議 に は 、 組 織 を 構 成 す る 部 署 の 実 務 者 に よ る 実 務 者 会 議 を 置

く こ と が で き る 。  

３  座 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 連 絡 会 議 の 会 議 に 関 係 職 員 の

出 席 を 求 め 、 説 明 又 は 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

（ 庶 務 ）  

第 ７ 条  連 絡 会 議 の 庶 務 は 、子 ど も 健 康 部 健 康 推 進 課 に お い て 処 理 す る 。 

（ 補 則 ）  

第 ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 連 絡 会 議 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 座 長 が 連 絡 会 議 に 諮 っ て 定 め る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 ８ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則   

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則   

資 料 ８  
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こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ５ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

子 ど も 健 康 部 長  

市 長 公 室  企 画 政 策 課 長  

市 民 福 祉 部  

福 祉 課 長  

高 齢 介 護 課 長  

市 民 課 長  

子 ど も 健 康 部  
子 育 て 支 援 課 長  

健 康 推 進 課 長  

経 済 環 境 部  商 工 観 光 課 長  

消 防 署  警 防 第 １ 課 長  

教 育 委 員 会 事 務 局  
学 校 教 育 課 長  

生 涯 学 習 課 長  
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稲 沢 市 自 殺 対 策 庁 内 連 絡 会 議 委 員 名 簿 

 

 

役 職 名 氏  名 

子ども健康部長 平野 裕人 

企画政策課長(市長公室次長) 足立 直樹 

福祉課長 小野 達哉 

高齢介護課長 荻須 正偉 

子育て支援課長 松永 肇 

市民課長 伊藤 みゆき 

商工観光課長 久留宮 庸和 

学校教育課長(指導主事) 吉田 雅仁 

生涯学習課長(教育委員会次長) 岩田 勝宏 

消防署警防第１課長  加島 正和 
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      資源や環境に配慮して、再生紙を使用しております。 

 

稲 沢 市 自 殺 対 策 計 画 

 

企画・編集 稲沢市 子ども健康部 健康推進課 

〒４９２－８２１７ 稲沢市稲沢町前田３６５番地１６ 

  ＴＥＬ ０５８７－２１－２３００ 

  ＦＡＸ ０５８７－２１－２３６１ 
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